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は じ め に 

 
 経済産業省において実施されている「鉱物資源探査技術開発等調査」プロジェクトは、

超高精度衛星センサーを利用して鉱床賦存有望地域等を抽出するために必要な技術の開

発を行い、探査技術の高度化・効率化を図ることを目的として経済産業省から金属鉱業

事業団に委託され、平成１３年度から平成１７年度までの計画にて実施されているもの

である。 
 今回の評価は、中間評価として、当該分野に係わる国内外の研究開発動向や社会情勢

の変化も踏まえつつ、事業の目的・政策的位置付け、研究開発目標の妥当性・達成度、

研究開発マネジメントの妥当性、研究開発成果及び成果がもたらす効果、成果の実用化

可能性、波及効果、その他、総合評価、今後の研究開発の方向等に関する提言について

評価を実施した。 
 本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
 
                              平成１６年２月 
                  鉱物資源探査技術開発等調査技術評価委員会 
               事務局：資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課 
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鉱物資源探査技術開発等調査技術評価委員会 

審 議 経 過 
 
○ 第１回（平成１６年１月２７日（火）） 
・ 評価制度、評価のあり方、評価項目、評価の手順等について 
・ 評価の分担、評価コメント、評点法等について 
・ プロジェクトの概要及び詳細説明について 
・ 質疑応答 

 
○ 第２回（平成１６年２月１６日（月）） 
・ 評価報告書（案）審議 
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評 価 概 要 

 

１．事業の目的・政策的位置付け 

  鉱物資源の低廉かつ安定的な供給確保の重要性、海外のメジャー企業と比較した場

合の我が国鉱物資源探査・開発企業の人材・技術力の脆弱性を勘案すると、本事業

のような先端的な鉱物資源の探査技術の開発は、民間の事業としてはリスクが大き

く、産、学、官の強い連携により、国の事業として実施するのは妥当である。また、

打ち上げ予定の高性能探査衛星や外国により打ち上げられ利用されている衛星から

の情報の高精度分析を可能にして資源探査力を向上させることは、我が国の資源獲

得の効率を大いに高められる効果がある。世界的に見ても日本のリモートセンシン

グ衛星は貢献しており、その実利用化に向けたこの事業目的は妥当であり、資源セ

キュリティの確保という国家的な政策にも合致している。 

 

２．研究開発目標の妥当性・達成度 

  研究開発目標、目標水準の設定は概ね妥当に設定されている。具体的には、超多バ

ンド光学センサーにおける３０種の変質鉱物の識別能力の開発目標は実用性から見て

妥当である。偏波合成開口レーダーにおける岩相と変質帯の識別能力の開発目標は極

めて新しい技術であり基礎的な研究内容であるので、定量的目標設定は現段階（中間

段階）では困難であろう。しかし、事業後半では定量的な目標を設定すべきである。

世界的な資源戦略を考える上で、世界レベルにある CSIRO（豪州連邦科学産業研究機

構）との共同研究を実施し、最先端の成果を出したことは特筆できる。更に、航空機

データ利用による既存地質図との整合性は高いものがあり、岩相識別及び地質図作成

の有効性は確認されている。 

また、開発目標は、個別の識別能力評価に限定されているので、今後は、個別技術

を統合したシステムの開発を考える視点も必要である。 

 

３．研究開発マネジメントの妥当性 

  我が国の本技術分野の最前線の技術者・研究者を集めて事業が実施され、海外研究

機関の参加もあり、全体としては手段、スケジュール、選別過程、資金、実施者、事

業体制、運営、いずれも適切である。また、リモートセンシング技術開発に実績のあ

る金属鉱業事業団が一元管理し、個別要素技術のみ専門能力のある外部機関に委託す

るという実施体制も適切である。事業内容も Web などでも公開されており、得られた

成果を積極的に開示することで、我が国の総合的な技術力を高めることにつながる。 

また、将来の研究連携の可能性として、惑星探査・惑星地質学の最先端国である

米国の NASA-JPL（ジェット推進研究所）等との連携についても検討されるべきであ

る。合成開口レーダーデータの利用に関しては、データの解釈に電磁波散乱の科学的

Ⅰ 



                   

基礎知識が必要であり、その点を十分理解しているスタッフの充実が望まれる。 

 

４．研究開発成果及び成果がもたらす効果 

  超多バンド光学センサーデータ解析技術ではこれまでにない多数の変質鉱物の識別

に成功し、米国に並ぶ段階に達したのは評価できる。今後の国内外、取り分け海外新

規地域の鉱物資源探査に有効であると思われる。 

 高精度合成開口レーダーデータ解析技術は未だ技術開発の途中であり成果は十分と

はいえないが、計画している技術が確立されれば、広大な調査地域から有望地域を抽

出するための効果的な手段となりうるとともに、天候によって左右されない広い領域

の観測が瞬時に行えるため、常時雲に覆われている熱帯雨林地域での観測において欠

かすことができない技術となりうる。 

 

５．成果の実用化可能性、波及効果 

 超多バンド光学センサーデータ解析技術の成果の実用化は比較的容易であると思わ

れる。適用段階で、初期探鉱に要するコスト削減等を含め、有効性を充分に確認する

ことにより、早期の実用化や関連分野も含めて広く普及するものと考えられる。また、

波及効果は発展途上国の地質図作成などの国際協力の分野で期待できる。 

高精度合成開口レーダデータ解析技術については、潜在的ポテンシャルは考えられ

るものの、中間段階である現時点では実用化可能性や波及効果を指摘することは困難

である。今後、打ち上げ予定の PALSAR の実データによる検証を行うことによって実

用化への見極めが可能となる。また、波及効果は、探査だけではなく、環境観測（バ

イオマス推定、水資源、災害）など人類にとって重要な情報をもたらす技術開発への

波及が想定される。 

今後は、得られた成果を可能なかぎり公開し、資源のみならず、多方面に応用がで

きるような体制を作るべきである。関連分野への本技術適用の可能性は十分に考えら

れ、さらに地球科学分野への貢献も大きいと期待される。 

 

６．その他 

  当該技術は、リモートセンシングの利用技術という観点から見れば、広く公共の利

益に資する技術であると言える。当該技術開発の有効性を専門機関のみならず広く知

らしめることは今後のわが国の資源獲得戦略上も有用と考えられる。今後、民間企業

等においてリモートセンシング技術を利用した探鉱を促進させるためには、得られた

成果の産業界への移転が必要であるが、同時に優位性がある差別化技術は、ノウハウ

の保全に努める必要がある。 
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第１章 評価の実施方法 
 
 本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成１４年４月１日経済産業省

告示第１６７号、以下「評価指針」という。）に基づき、以下により行われた。 
 
１．評価目的 
 
 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として、(1)研
究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映、(2)より効率的・効果的な研究開発の実
施、(3)国民への施策・事業等の開示、(4)資源の重点的・効率的配分への反映、(5)研究
開発運営管理機関、研究開発実施機関の自己改革の促進等を定めるとともに、評価の実

施にあたっては、(1)透明性の確保、(2)中立性の確保、(3)継続性の確保、(4)実効性の確
保を基本理念としている。（参考資料Ａ．経済産業省技術評価指針参照） 
 
 これらの趣旨を踏まえ、「鉱物資源探査技術開発等調査」事業の中間時点において、

「研究開発事業評価における標準的評価項目・評価基準」に基づき、プロジェクト評価

（中間）を行うこととした。 
 
２．評価者 
 
 本プロジェクトの評価を実施するにあたっては、評価指針に定められた「評価を行う

場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等により、

中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する委員

会を設置し、評価を行うこととした。委員として委員名簿にある５名が選任された。 
 なお、評価担当事務局については、鉱物資源課が担当することとした。 
 
３．評価対象 
 
 「鉱物資源探査技術開発等調査」（事業期間：平成１３年度～１７年度）を評価対象

として、研究開発実施者（金属鉱業事業団）から提出されたプロジェクトの内容、成果

等に関する資料、説明に基づき評価した。 
 
４．評価方法 
 
 第１回評価委員会において、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質疑応答、並

びに委員による意見交換が行われた。それらを踏まえて「研究開発事業評価における標

準的評価項目・評価基準」及び要素技術、総合評価、今後の研究開発の方向等に関する
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提言等について評価を実施し、併せて５段階による評点法を実施し、第２回評価委員会

において評価報告書（案）を審議、確定した。 
 なお、評価の透明性確保の観点から評価委員会を公開し、評価指針に基づき委員と研

究開発実施者が対等の立場で意見を交換する形で審議が実施された。 
 さらに、評価報告書を公開することとした。 
 
５．研究開発事業評価における標準的評価項目・評価基準 

 

（中間・事後評価） 

①事業の目的・政策的位置付け 

(1) 国の事業として妥当であるか 

・国の関与が必要とされるテーマか。（民間のみでは改善できないものであって、

以下のような「市場の失敗」に該当しうるテーマか（政策立案・評価ガイドライン

参照）） 

  ＊公共財的性格を持つ財・サービスの供給 

 ＊環境問題等市場原理が働かない外部性 

 ＊不確実性（リスクの高さ）や情報の偏在などに基づく市場の不完全性 等 

  なお、特定の研究開発制度に属する事業として実施されているものについては、

当該制度の趣旨、目的（選定基準）への適合性を問うこととする。 

・上記以外で民間のみでは改善できない問題に対応するために、国の関与に公共性

が認められるものか。 

・緊急性、重要性が高く優先して実施すべき事業か 

(2)事業目的・政策的位置付けは、妥当なものであるか 

・事前評価は妥当なものであったか。 

・政策課題（問題）の解決に十分資するものであるか。 

・評価時点においても、事業の目的は妥当で、政策的位置づけは明確か。 

 

②研究開発目標、計画の妥当性 

  (1)研究開発目標は妥当か 

・目標達成のために、具体的かつ明確な開発目標、目標水準を設定しているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

(2) 研究開発計画は妥当か 

・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分を含

む）となっているか。 

・目標達成に必要な要素技術を過不足なく取り上げているか。 

・要素技術間の有機的関係が存在しているか。 

  (3) 情勢変化への対応は妥当か 
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・技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直したか。 

 

③研究開発実施者の事業体制・運営の妥当性 

(1)研究開発実施者の事業体制は妥当か 

・目標を達成する上で、事業体制は適切なものか。 

・各研究開発実施者の選定等は適切に行われたか。 

・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか。 

(2)研究開発実施者の運営は妥当か 

（推進部署（国）及び実施部署の事業全体の運営・管理を評価の対象とする。） 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討が適切に行われているか。 

・プロジェクトリーダー（サブテーマのリーダーを含む）が有効に機能してい るか。 

・プロジェクト開始後の情勢変化（目標未達が明らかになった場合を含む）への対

応は適切であったか。 

 

④計画と比較した達成度、成果の意義 

  (1)計画と比較した目標の達成度 

・成果は目標値をクリアしているか。 

・全体としての目標達成はどの程度か。 

・事業は研究開発として成功したといえるか。 

(2)要素技術から見た成果の意義 

・世界最高水準、世界で初めて、又は国際的水準から見て優れた成果があるか。 

・新たな市場創造につながるような新規性、先進性が認められるか。 

・汎用性のある（応用分野の広い）技術が開発されているか。 

・当初予想定していなかったような成果（派生技術等）はあるか。 

(3)成果の普及、広報 

・論文の発表は、質・量ともに十分か。 

・特許は適切に取得されているか。 

・必要に応じ、成果の規格化に向けた対応がとられているか。 

・広報は一般向けを含め十分に行われているか。 

 

⑤成果の実用化可能性、波及効果 

(1)成果の実用化可能性 

・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 

・実用化の見通し（コストダウン、導入普及、事業化等）は立っているか。 

(2)波及効果 

・成果は関連分野へのインパクトを期待できるものか。 

・当初想定していなかった波及的な成果はあるか。 
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・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発を促進するなどの波及効果を生じ 

  ているか。 

 

（⑥総合評価） 

 

（⑦今後の研究開発の方向等に関する提言） 
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第２章 プロジェクトの概要 

 

１．プロジェクトの概要 

 

１．国の関与の必要性・制度への適合性 

（１） 国の関与することの意義 

 鉱物資源は偏在性、有限性等から供給者数が限られ、非鉄メジャーによる寡占化・

独占化が進みやすい特性を有しており、経済安全保障の観点から供給者数の増大によ

る供給構造の安定性の確保を図るため、探鉱支援を進めるとともに、探鉱能力を左右

する探査技術の高度化・効率化を国自らが進める必要がある。 

 上記の観点から、国は探査技術の高度化・効率化を進めるため、金属鉱業事業団に鉱

物資源探査技術開発等調査開発を委託している。 

   今回新たに開発を行う「超高精度衛星センサーデータ利用技術開発」は、次世代の

超高精度衛星センサーを利用して鉱床有望地域等を抽出するために必要なデータ利用

技術の研究開発を行うことにより探査技術の高度化・効率化を目指すものであり、鉱

物資源探査技術開発等調査開発委託費の制度に適合している。 

 

（２） 政策効果 

   本技術の開発により、従来の光学センサーのバンド数を大幅に越える超多バンドセ

ンサーが変質帯識別に利用可能となると、その識別能力は従来手法の３倍以上向上す

ることが期待される。この効果を衛星画像解析結果を基に実施される現地踏査に限定

して試算すると、変質帯識別能力が向上することで有望な変質帯を従来の１／３程度

に小さくに絞り込むことが可能となり、抽出面積が絞り込まれることにより検証のた

めの現地踏査面積も従来の１／３となることにより探査の効率化が期待される。探査

初期のステージにおいて探査の効率化が図られることにより、理論的には３倍の探査

機会を得ることができることとなり、探査が大幅に促進されることが期待される。 

   また、効果の定量的な試算は困難であるが、本技術開発により光学センサーによる

岩層区分の精度が向上することにより、未探鉱地域等における探査が効率化し、レー

ダーによる変質帯の区分が可能となると、光学センサーが利用できない地域（熱帯等

湿潤地域）における探査が可能となることで、従来の方法では発見できなかった鉱床

発見の可能性が拡大することが期待される。 

   このように、当該技術開発の成果によって本邦企業の探査技術が向上することによ

り、外国資本による探査案件への参入機会の増大し、より効率的な探鉱支援が可能と

なる。 

   上記により、効率的な探鉱が可能となり、探鉱支援による供給者数の増大による供

給構造の安定性の確保に資することにより、経済安全保障に貢献する。 
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２．事業の背景・目的・位置付け 

（１） 事業の背景・目的・意義等 

①背景 

（イ） 社会的背景 

 鉱物資源探査においては、条件の良い鉱床の探査が進み、鉱床が潜頭化・奥地化し

ているため、従来確立されてきた技術では対応が困難となってきている。以前は既存

の探査データが存在する比較的アクセスの良い地域で探査が行われていたが、近年、

未探鉱地域への比重が高まるにつれて探鉱の奥地化が進んでおり、旧来の調査手法に

よる探鉱には限界がある。 

  こうした奥地化に対しては、近年、衛星リモートセンシングを利用し地質図の作成

等により探査の効率化を図ってきたが、未だに岩石種の識別の精度には限界があり、

また、雲量の多い熱帯等湿潤地域では光学センサーが使えず、レーダーでは岩石種の

区分が不可能であった。 

（ロ） 技術的背景 

  平成１１年１２月に我が国が開発した次世代型光学センサーＡＳＴＥＲが米国ＮＡ      

ＳＡのＴＥＲＲＡに搭載され打ち上げられたが、こうしたセンサーの金属鉱物探査へ

の利用技術については金属鉱業事業団を中心に研究開発が進められてきている。光学

センサーについては、ＡＳＴＥＲより性能が向上する超多バンド光学センサーが各国

で研究開発されており、こうしたセンサーに対応した利用技術の開発が必要となって

いる。 

   また平成１６年度に宇宙航空研究開発機構によって打上予定のＡＬＯＳ(Advanced   

Land Observing Satellite)に搭載予定の高精度合成開口レーダーＰＡＬＳＡＲ 

(Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar)が経済産業省及び文部科学

省で研究開発されており、このレーダーにより地表物性を識別することで変質帯の識

別の可能性が示されているが、利用技術の開発は進んでいない。 

② 目的・意義 

  本技術開発では、諸外国で開発が進められている光学センサーの発展型である超多

バンド光学センサー及び我が国で開発されている高精度合成開口レーダーＰＡＬＳＡ

Ｒに対応した鉱物資源探査利用技術の開発を行うことを目的としている。 

  こうした超高精度衛星センサーデータ利用技術の開発により未探鉱地域等の探査が

効率化され、探鉱が促進されることにより新たな鉱床の発見可能性の拡大に貢献する

ものと考えられる。更に、これにより海外における探鉱・開発の促進が図られ、我が

国への鉱物資源の安定的な供給に資するものであり、本開発を実施する意義は大きい。 

③研究開発動向 

（イ）国内 

  平成１６年度に宇宙航空研究開発機構が打上を予定しているＡＬＯＳに、立体     

視センサーPRISM、高精度光学センサーAVNIR-II と HH,VV,HV,VH の 4 偏波のオプショ

ンをもつ合成開口レーダーＰＡＬＳＡＲが搭載される予定である。合成開口レー

ダーでは同時に取得された複数の偏波を利用することで地表物を識別できる可能性

が期待されているが、実用化に至っていない。 
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（ロ）海外 

平成１２年度に米国により超多バンド衛星（Hyperion）が打上られている。この超   

多バンドを利用することで、スペクトルパターンを飛躍的に高精度に識別可能となっ  

たが、詳細な鉱物、岩石識別技術は未確立である。 

 

（２） 独創性、新規性、先進性 

  超多バンド光学センサー及び高精度合成開口レーダーの鉱物資源探査への利用技術  

の開発は新しい取り組みであり、その性能から十分な新規性及び先進性を有している。 

  また、高精度合成開口レーダーでは、これまでに変質帯の識別を行った例がなく、  

独創性が高い研究である。 

 

 

３．事業の目標 

（１） 事業全体の目標（値） 

  超多バンド光学センサーについては、諸外国打上予定のセンサーに対応したデータ 

利用技術の開発を行い、３０種の変質鉱物が識別できる変質鉱物簡易同定装置と同等

の識別能力を目指す。 

  高精度合成開口レーダーについては、平成１６年度にＡＬＯＳに搭載して打上予定  

のＰＡＬＳＡＲに対応したデータ利用技術の開発を行い、変質帯の抽出を目指す。 

 

（２）当該目標の選定理由 

  超多バンド光学センサーについては、地上で計測する変質鉱物同定装置並の識別能 

力を得ることができ、地上での地質調査に近い精度の地質区分が可能となり、論理的

には変質鉱物の識別でこれ以上の精度を求めることは不可能である。 

  高精度合成開口レーダーについては、従来、合成開口レーダーでは変質帯の区分は

不可能であり、本技術開発によりレーダーしか使えない雲量の多い湿潤地域における

探査の大幅な効率化が可能となる。 

 

 

４．事業の計画内容 

（１） 事業計画  

  超多バンド光学センサー及び高精度合成開口レーダーのデータを鉱床探査へ効率的  

に利用するための技術開発を実施する。 

○超多バンド光学センサー 

  超多バンド光学センサーについては、航空機に超多バンド光学センサーを搭載し

て得られるデータについてシミュレーション解析を行い、実際の地表踏査や岩石反

射スペクトル等のデータに対する検証を行い、次に衛星実データを用いたデータ解

析・検証を実施し、センサーのデータを鉱床探査に利用する技術を確立する。 

○高精度合成開口レーダー 

  高精度合成開口レーダーについては、レーダーの偏波を組合せて地表物性を識別
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し変質帯を識別する解析法について研究し、また、レーダーにより得られる複数の

画像を干渉させて高精度に地形を把握し、地質構造を推定する解析法について研究

を実施する。更に、衛星が実際に打ち上がった後に、実データを用いたデータ解

析・検証を実施し、レーダーのデータを鉱床探査に利用する技術を確立する。 

 

 

開発スケジュール                    （単位：百万円） 

 13 年

度 

14 年

度 

15 年

度 

16 年

度 

17 年度 総計 

超多ﾊﾞﾝﾄﾞ光学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀ解析技術 

 

航空機ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀによる解析手

法検討 

 

現地調査等による検証 

 

衛星実データによる検証 

 

  

  10 

 

 

   4 

 

  10 

 

 

   4 

 

   5 

 

 

   4 

 

   5 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

  小 計   14   14   14              

高精度合成開口ﾚｰﾀﾞｰ解析技術 

 

既存合成開口ﾚｰﾀﾞｰによる解析手

法検討 

 

現地調査等による検証 

 

衛星実データによる検証 

 

  

  10 

 

 

   4 

 

  10 

 

 

   4 

 

 

   7 

 

 

   4 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

  

  小 計   14   14   11          

委員会等                          

  合 計   28   28   25           

 

 

（２）技術要素項目 

 開発項目 

１）超多バンド光学センサーデータ解析技術 

 ＜超多バンドデータによる高精度な岩石・鉱物識別＞ 

 ・航空機シミュレーションデータによる解析 

パターンマッチング等の処理手法の検討 
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植生の影響等の検討 

 ・解析結果の検証 

  シミュレーション解析結果検証地表踏査 

  岩石採取、反射率測定 

 ・衛星データによる実利用検証 

  

２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術 

 ＜多偏波及び干渉を利用した岩石・地質構造識別＞ 

 ・マルチポラリメトリによる岩石・変質帯識別の検討 

  地表岩石・変質帯物性識別法の検討 

 ・ＪＥＲＳ－１ＳＡＲデータによるインターフェロメトリによる地形 

     情報利用法の検討 

ＤＥＭ（標高モデル）利用による高精度地形解析（リニアメント抽出、

変質帯３次元分布表示） 

・解析結果の検証 

  ・ＰＡＬＳＡＲによる実利用検証 

 

（３）研究開発体制 

  研究開発は金属鉱業事業団が一元的に実施する。 

  また、衛星リモートセンシングデータの処理解析については、専門機関として

（財）資源環境観測解析センターが存在しており、同センターが有するノウハウを利

用して研究開発を効率的に進めることとする。 

  更に、衛星データ解析等をはじめとする研究全般については、国立研究所、大学の

研究者及び鉱物資源探査専門家等による委員会を設置し、検討を進める。 

 

 

 

 

 

・可視・近赤外～短波長赤外域ﾊｲ　
　ﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀによる金属鉱床探
　査のための変質帯識別能力の評価

（ERSDAC）

超多バンド光学センサー
データ解析技術

・ｺﾞｯｻﾝ抽出に関する研究
・ARGUSｼｽﾃﾑによる地質解明

（MMAJ／CSIRO）

・多偏波・多ﾊﾞﾝﾄﾞSARﾃﾞｰﾀによる
　岩相識別能力の評価

（ERSDAC）

・SAR干渉波特性を利用した地形
　情報利用技術の検討
・DEMによる鉱化作用有望地の抽出

（MMAJ技術研究所）

高精度合成開口レーダー
データ解析技術

経 済 産 業 省

金属鉱業事業団（MMAJ）
鉱物資源探査
技術開発研究会
（メンバー）
・非鉄金属関連企業
・大学
・国立研究所

委託

・可視・近赤外～短波長赤外域ﾊｲ　
　ﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀによる金属鉱床探
　査のための変質帯識別能力の評価

（ERSDAC）

超多バンド光学センサー
データ解析技術

・ｺﾞｯｻﾝ抽出に関する研究
・ARGUSｼｽﾃﾑによる地質解明

（MMAJ／CSIRO）

・多偏波・多ﾊﾞﾝﾄﾞSARﾃﾞｰﾀによる
　岩相識別能力の評価

（ERSDAC）

・SAR干渉波特性を利用した地形
　情報利用技術の検討
・DEMによる鉱化作用有望地の抽出

（MMAJ技術研究所）

高精度合成開口レーダー
データ解析技術

経 済 産 業 省

金属鉱業事業団（MMAJ）
鉱物資源探査
技術開発研究会
（メンバー）
・非鉄金属関連企業
・大学
・国立研究所

委託
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５．実用化見通し 

（１） 実用化イメージ 

衛星データ処理解析ソフトウェア、パラメータ等処理解析システム 

（２） 実用化の担い手 

  非鉄金属業界、地質コンサルタント等 

（３） 実用化までの課題 

  ケーススタディを通じた精度の向上。 

（４）実用化時期、実用化主体、市場創出効果 

・実用化時期：技術開発終了後数年 

・実用化主体：非鉄金属業界、地質コンサルタント、金属鉱業事業団等 

・市場創出効果：資源分野をはじめ、地質、防災、環境分野への応用が考えられ、市  

場創出効果が期待される。 

 

 

６．今後の展開 

（１）実用化に向けての長期計画 

  企業等が実施する鉱床探査において、本事業において開発された超高精度衛星デー

タを実際に使用し、実用化に向けて所要の改良を加える。 

（２）研究開発目標のマイルストーン 

  ケーススタディの充実による実用性の向上。 

 

 

７．中間・事後評価の評価項目・評価基準、評価手法及び実施時期 

（１）評価項目・評価基準、評価手法 

経済産業省技術評価指針（平成１４年経済産業省告示第１６７号）に則した項目、    

基準、手法により、中間・事後評価を行う。 

（２）実施時期 

 中間評価：プロジェクト開始３年度目（平成１５年）を予定 

 事後評価：プロジェクト終了の翌年度（平成１８年）を予定 
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第３章 評価 



 

第３章  評  価 
 

 

１．事業の目的・政策的位置付け 

 

  我が国国民経済における鉱物資源の低廉かつ安定的な供給確保の重要性、海外の 

メジャー企業と比較した場合の我が国鉱物資源探査・開発企業の人材・技術力の脆 

弱性を勘案すると、本事業のような先端的な鉱物資源の探査技術の開発は、民間の 

事業としてはリスクが大きく、産、学、官の強い連携により、国の事業として実施 

するのは極めて妥当である。また、打ち上げ予定の高性能探査衛星や外国により打 

ち上げられ利用されている衛星からの情報の高精度分析を可能にして資源探査力を 

向上させることは、我が国の資源獲得の効率を大いに高められる効果がある。世界 

的に見ても日本のリモートセンシング衛星は貢献しており、その実利用化に向けた 

この事業目的は妥当であり、資源セキュリティの確保という国家的な政策にも合致 

している。 

また、事業途上であっても、これまでに得られた成果は速やかに本事業に関与し 

ていないデベロッパー、コンサル等にも技術移転すべきである。金属鉱業事業団が 

実施する国内外の資源調査等にも速やかに取り込んでゆくべきである。 

 一方、国による事業の実施が恒常的になることは産業界が自らの努力を怠り国の 

事業に依存する体質を招くことにつながることも予想されるため、産業界の自助努 

力を妨げないようなシステムを考える必要がある。 

 

【肯定的意見】 

○ 高度工業化国日本国民にとっての鉱物資源の重要性、それに反しての我が国鉱物資

源探査・開発企業の脆弱性を勘案すると、本事業のような先端的な技術開発を国が先

導するのはやむを得ないと考える。しかし、本事業でも行っているように、企業を巻

き込んだ形で技術開発を行い、企業への技術移転を速やかに行うべきである。資源未

開発地域（いわゆる難地域）の最先端飛翔体センサーを用いた概査を目標とする本事

業の科学的技術的意義は明確である。 

 
○ わが国は非鉄鉱物資源の世界消費の1割弱を占め、その殆どを輸入に依存している。

しかるに、民間企業における非鉄金属資源探査・開発力は海外メジャー企業と比較し

て規模も小さく弱い。打ち上げ予定の高性能探査衛星や外国により打ち上げられ利用

されている衛星からの情報を基に高精度分析を可能にして資源探査力を向上させるこ

とは、わが国の資源獲得の効率を大いに高められる。また、わが国の産業は先端的産

業が多く、非鉄金属の需要は今後ますます増大するので、わが国の非鉄資源鉱物産業

を促進することが重要であり、国による開発は妥当と考える。 

 

○ 昨今、鉱石需給のひっ迫や中国などの新興国による鉱石高買等の影響で買鉱条件が

急激に悪化している。このような情勢下、カスタムスメルター的性格の強かった国内

非鉄金属鉱山製錬会社は、単なる巨大プロジェクトへのマイナーな資本参加ではなく、

経営の主導権を握れる海外鉱山開発の必要性に迫られている。 

しかしながら、国内非鉄金属鉱山製錬会社は脆弱であり、単独では非鉄メジャーに
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まともに太刀打ちできない状況にある。グラスルート探鉱の強力な手段となる本技術

開発を個々の民間企業に委ねるのではなく、官・民・学の強い連携により、国の事業

として実施するのは、極めて妥当である。資源セキュリティの確保という国家的な政

策にも合致している。 

 

○ 事業目的は妥当であり、政策的位置づけは明らかである。技術的意義も大きく、資

源消費立国としての我が国が当然行わなければならない事業であると考えられる。国

の施策としてこれを行う時にあたり、金属鉱業事業団がこれを管理し、専門各社がそ

れらの技術を開発するという形態は、各社の保有する、あるいはすべき技術の維持向

上の面で、重要な役割を果たす。探鉱各社が我が国としての技術を十分に発揮し、世

界市場における優位性を保つためには、国からの援助を受けた技術開発が必要である。

即ち産学連携のうち官が受け持つべき事業であると言える。 

 

○ 鉱物資源の探査技術，特にリモートセンシングを使う手法の開発には，立ち上げ時

期に民間の事業としてはリスクが大きく，国の事業として行うべきであり，この事業

の目的は推進されるべきである。また，世界的に見ても日本のリモートセンシング衛

星は貢献しており，その実利用化に向けたこの事業目的は妥当である。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

○ 事業途上であっても、それまでに得られた成果は速やかに本事業に関与していない

デベロッパー、コンサル等にも技術移転すべきである。また、金属鉱業事業団が実施

する国内外の基礎調査等にも速やかに取り込んでゆくべきである。 

 

○ 私企業として探鉱活動をするためには、自社で開発した固有技術の競争により技術

の維持向上を目指すのが本来の自由市場の原則である。国からの資本投下が恒常的に

なることは自らの探鉱努力を怠る補助に頼る体質を招くことにもつながることも予想

されるため、自助努力を妨げないようなシステムを考えることが必要であろう。 
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２．研究開発目標の妥当性・達成度 

 

  研究開発目標、目標水準の設定は概ね妥当に設定されている。具体的には、超多 

バンド光学センサーにおける３０種の変質鉱物の識別（定量的）は実用性から見て 

妥当である。偏波 SAR における岩相と変質帯の識別（定性的）は当然であるが、極 

めて新しい技術であり基礎的な研究内容であるので、定量的目標設定は現段階（中 

間段階）では困難であろう。しかし、事業後半では定量的な目標を設定すべきであ 

る。成果は世界的な資源戦略を考える上で、世界レベルにある CSIRO との共同研究 

を実施し、最先端の成果を出したことは特筆できる。更に、航空機データ利用によ 

る既存地質図との整合性は高いものがあり、岩相識別及び地質図作成の有効性は確 

認されている。 

また、ARGUS については、その事業上の位置づけがあまり明瞭ではない。この技 

術の持つポテンシャルは十分存在すると考えられるので、技術目標を具体的に明確 

にすべきである。 

  更に、得られた成果は、個別の識別能力評価に限定されており、今後は、個別技 

術を統合したシステムの開発を考える視点も必要である。 

 

【肯定的意見】 

○ 研究開発目標、目標水準の設定は概ね妥当に設定されている。具体的には、超多バ

ンド光学センサーに於ける３０種の変質鉱物の識別（定量的）は実用性から見て妥当

である。偏波SARに於ける岩相と変質帯の識別（定性的）は当然であるが、極めて新
しい技術であるので、定量的目標設定は現段階（中間段階）では困難であろう。しか

し、事業後半では定量的な目標設定も可能ではないかと思われる。目標達成度を測

定・判断するための適切な指標は明確である。中間評価時点ではこの目標はほぼ達成

されている。 
 
○ 超多バンド光学センサー解析技術：目標の30種の変質鉱物識別は現在50%近く達成

しており、妥当と考えられる。超多バンド光学センサーの潜在能力は30種以上の識別

可能と考えられるが、現地調査等の検証に費用・時間を要するので、本プロジェクト

の目標の30種は妥当である。 

高精度合成開口レーダーデータ解析技術：航空機データ利用による既存地質図との

整合性は高いものがあり、岩相識別及び地質図作成の有効性は確認されている。 

 
○ 研究全体としての研究開発の目標水準はほぼ妥当である。 
 
○ 目標に対し、ほぼ達成されている状況である。特に、旧通産省時代から実施されて

きた天然資源の探査に有効なリモートセンシング技術開発としては、確実な成果を上

げていると言えよう。本事業の成果は、世界的な資源戦略を考える上で、世界レベル

にあるCSIROとの共同研究を実施し、最先端の成果を出したことは特筆できる。 
 
○ 超多バンド光学センサデータと高精度合成開口レーダデータを利用した鉱物探査技

術の開発目標が適切に設定されている。この目標は現在の学術的・研究的レベルと具

体的な実用化に向けた橋渡し的な役割を担っており、妥当である。 
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【問題点・改善すべき点】 

○ ARGUSについては、その事業上の位置づけがあまり明瞭ではないように思える。
この技術の持つポテンシャルは十分存在すると考えられるので、技術目標を具体的に

明確にすべきである。 
 
○ 高精度合成開口レーダーデータ解析技術：鉱徴地域は山間部が多く、なだらかな地

形に比較し山間部での誤差の大きさを技術的に改良の余地がどの程度期待できるのか

確認する必要があろう。 
 
○ 目標の達成度：超多バンド光学センサー解析技術で当初の目的とした３０種の変質

鉱物の同定という目標はまだ達成されていない。 

高精度合成開口レーダー解析技術については、岩相区分への有効性はほぼ確立され

たが、ＳＡＲ干渉データから得られるＤＥＭの有効性についてはまだ十分確立されて

いない。いづれも、中間報告なので、最終成果での達成を期待するが、目標達成のた

めの技術的課題を明確にし、着実に成果に結び付けられたい。 

 
○ 得られた成果は、個別の識別能力評価に限定されている。従来の方法に比べて技術

の発展と共に識別能力は向上しており、それらを反映した成果は出ている。しかし、

資源戦略を念頭に置いた技術開発を実施するのであれば、今後は、個別技術を統合し

たシステムの開発を考える視点が必要なのではないか。 
 
○ 実施してみないと分からない研究要素的な内容もあるので，研究的な要素に関して

は達成度を定量的に表すことが難しい。 
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３．研究開発マネジメントの妥当性 

 

  我が国の本技術分野の最前線の技術者・研究者を集めて事業が実施され、海外研 

究機関の参加もあり、全体としては手段、スケジュール、選別過程、資金、実施者、 

事業体制、運営、いずれも適切である。また、リモートセンシング技術開発に実績 

のある金属鉱業事業団が一元管理し、個別要素技術のみ専門能力のある外部機関に 

委託するという実施体制も適切である。事業内容も Web などでも公開されており、 

得られた成果を積極的に開示することで、我が国の総合的な技術力を高めることに 

つながる。 

また、衛星打ち上げ時期を踏まえ作成されていた本プロジェクトの研究開発スケ 

ジュールは、当初想定されていた日本の多偏波 SAR 衛星 PALSAR の打ち上げが遅れ 

事業計画に齟齬が生じたが、本プロジェクトにおいては不可抗力的な面もあり、や 

むを得ない状況と考えられる。衛星打ち上げ予定を見込んだ計画においては打ち上 

げ延期や失敗ということもあり得るのは当然考慮されるものであり、今後の進捗状 

況を見守りつつ、そのような場合の研究開発期間の見直し等についても計画におい 

て何らかの形で盛り込んでおく必要がある。 

 他方、本プロジェクトの重要性及び緊急性を考慮すると、事業を集中的に実施し、 

早急に利用可能な技術を開発する必要がある。今後は、２～３年のうちに実用化ま 

で達する必要がある。 

また、将来の研究連携の可能性として、惑星探査・惑星地質学の最先端国である 

米国の NASA-JPL 等との連携についても検討されるべきである。SAR データの利用に 

関しては、データの解釈に電磁波散乱の科学的基礎知識が必要であり、その点を十 

分理解しているスタッフの充実が望まれる。 

  

【肯定的意見】 

○ 研究開発計画及び事業体制・運営：我が国の本技術分野の最前線の技術者・研究者

を集めて事業が実施されてきた事を考えると、全体としては手段、スケジュール、選

別過程、資金、実施者、事業体制、運営、何れも適切であったと思われる。 

情勢の変化への対応：本事業の開始当初想定されていた日本の多偏波SAR衛星PALSA

Rの打ち上げが遅れて事業計画に齟齬が生じたが、ほぼ同じ仕様の航空機センサー

データを利用して事業を進めたのはやむを得なかったと思われる。また、この間、社

会経済情勢等周囲の状況変化は特に変化はしていない。 

 

○ 研究開発の体制は海外研究機関の参加もあり、金属鉱業事業団が一元的に管理して

いることは効率的な面からも概ね妥当と考えられる。また、衛星打ち上げ計画を織り

込んだ検証作業計画に関しては、当該プロジェクトにおいては、不可抗力的面もあり、

やむをえない状況と考えられる。 
 

○ リモートセンシング技術開発に実績のある金属鉱業事業団が一元管理し、個別要素

技術のみ専門能力のある外部機関に委託するという実施体制は適切である。 

スケジュールも衛星打ち上げ時期を踏まえて作成されており、ほぼ適切である。 

資金に過不足があったかどうかは、今回の説明資料のみでは判断できない。 
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○ 国の資源政策に基づく技術開発を行う理由は、私企業による企業努力では行いきれ

ない技術開発を集中的に国が援助し、探鉱各社が自助努力により探鉱開発できる体制

を整え、ボトムアップを図ることである。そこで得られた成果を積極的に開示するこ

とで、我が国の総合的な技術力を高めることにつながる。その観点から、研究計画の

適切性及び事業体制・運営は妥当であると判断出来る。 
 

○ 研究開発計画は妥当である。実施事業者の事業内容はWebなどでも公開されており，

熱心に活動が行われている。運営は適切と思われる。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

○ 惑星探査・惑星地質学の最先端国である米国の組織（NASA-JPL 等）と連携して事

業を行ってゆくことが出来れば、本事業にとって大変有益であると考えられるが、今

後、こうした連携を何らかの形で実現できないか。 

 

○ 衛星打ち上げ予定を見込んだ計画においては打ち上げ延期や失敗ということもあり

得るのは当然考慮される。そのような事項についても計画において何らかの形で盛り

込んでおく必要があるのではないか。（どの程度の期間延長なら本計画に入れるのか、

それ以上の場合はその部分を別途切り離す等） 
 

○ PALSAR の打ち上げが２年間延期されたため、計画期間の見直しがなされ、高精度

合成開口レーダー解析技術の研究開発期間を１年延長された。しかしながら、１年間

の延長のみでは、実データの利用技術が確立できるかどうか疑問である。今後の研究

開発の進捗状況を見守り、必要ならばさらに再延長できる体制を検討すべきである。 

 

○ 本事業の重要性及び緊急性を考慮するとき、年間予算を集中的に適用し、幅広い分

野で一気に行うことが必要であると考えられる。資金の投下の多寡が成果につながる

とは限らぬが、２～３年のうちに実用化まで達することが必要である。 
 

○ SARデータの利用に関しては、データの解釈に電磁波散乱の科学的基礎知識が必要
である。その点を十分理解しているスタッフの充実が望まれる。 
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４．研究開発成果及び成果がもたらす効果 

 

  超多バンド光学センサーによる岩相・変質帯識別技術開発は、これまでも米国の 

NASA-JPL グループで積極的に行われ一定の成果を挙げてきた。一方、我が国では航 

空機搭載システムを持たないこともあって遅れていたが、本プロジェクトによって 

これまでにない多数の変質鉱物の識別に成功し、この遅れを取り戻し米国に並ぶ段 

階に達したのは評価できる。今後の国内外、取り分け海外新規地域の鉱物資源探査 

に有効であると思われる。 

 高精度合成開口レーダーによる岩相・変質帯識別技術開発は世界的に見ても未踏 

技術であり、事業リスクは大きい。未だ技術開発の途中であり成果は十分とはいえ 

ないが、計画している技術が確立されれば、初期探鉱段階で広大な調査地域から有 

望地域を抽出するための効果的な手段となりうるとともに、天候によって左右され 

ない広い領域の観測が瞬時に行えるため、常時雲に覆われている熱帯雨林地域での 

観測において欠かすことができない技術となりうる。 

 本研究開発を通じて得られたリモートセンシングデータの実利用化の可能性及び 

今後の衛星打ち上げの時期を勘案しつつ、資源開発に通用する体制と戦略を検討す 

るべきである。また、資源探査以外のリモートセンシングを利用する他分野におけ 

る本プロジェクトの成果の利用について研究交流を図り、他分野の技術との統合利 

用や、新たな知見の取得に努めることが重要である。 

 一方、高精度合成開口レーダー解析技術は未だ成果の見通しが得られていないと 

考えられる。実施者の報告では、多偏波 SAR を用いて精度の高い地質図が作成可能 

だったとしているが、こうした地質図への適用可能性については、理論上の裏付け 

も含めて、十分に検討がなされるべきである。 

 

【肯定的意見】 

○ 超多バンド光学センサーによる岩相・変質帯識別技術開発はこれまでも米国のNAS

A-JPLグループで積極的に行い一定の成果を挙げてきた。一方、我が国では航空機搭

載システムを持たないこともあって遅れていた。本事業によってこれまでにない多数

の変質鉱物の識別に成功し、この遅れを取り戻し米国に並ぶ段階に達したのは評価さ

れて良いだろう。ここで獲得する技術は今後の国内外の、取り分け国外新規地域の、

鉱物資源探査には有効であると思われる。鉱物資源の自主開発という国益には費用対

効果の意味からも便益となるであろう。他方、多偏波SARによる岩相・変質帯識別技

術開発は世界的に見ても未踏技術であり、効果と便益という意味では事業リスクは大

きい。未だ確定的なことを言える段階ではないと思われる。 

 

○ 超多バンド光学センサーデータ解析技術：概ね計画に沿って所期の成果が得られた

と考えられる。 
高精度合成開口レーダーデータ解析技術：概ね計画に沿った所期の成果が得られた

と考えられる。その中で多偏波合成開口レーダーによる解析の地形による限界等の知

見が得られた。今後の衛星打ち上げ時期に影響されるが、実衛星からのデータによる

検証結果に期待される。 
 

○ 未だ，技術開発の途中であり、成果は十分とはいえないが，当初計画している技術
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が確立されれば，初期探鉱段階で広大な調査地域から有望地域を抽出するための効果

的な手段となりうる。 

モデル計算で示された費用対効果が適切かどうかは判断できないが，本技術の確立

により，現地調査に要する費用を大幅に節減できるものと期待される。 

 

○ 成果がもたらす効果については、個別技術が実用レベルまで来ているので、今後統

合技術としてシステムを構築していく基盤が整った訳である。実用化段階に来ている

現在、できるだけ早い時期に資源戦略を実施しうる体制及びシステムを構築するべき

である。また、多方面の分野に対し、本事業の成果を利用出来ることが明らかになれ

ば、分野ごとの個別技術との統合利用が可能になり、新たな知見を得る機会が増える

と予想される。 
 

○ SARでは，天候によって左右されない広い領域の観測が瞬時に行えるので，探査が

効率化される。常時，雲に覆われている熱帯雨林地域での観測にSARは欠かすことが

できない。鉱物資源探査にリモートセンシングデータが実利用化の突破口を開いた意

義は大きい。この中間段階での岩相の識別結果（９０％）は，未開拓の熱帯地域でも

応用可能であり，今後の実データ取得とその解析が待たれる。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

○ 超多バンド光学事業に比して多偏波SAR事業は未だ成果の見通しが得られていない
と考える。実施者の報告では、多偏波SARを用いて精度の高い地質図が作成可能だっ
たとしている。この技術が確立されれば、鉱物資源探査にとっては非常に価値のある

技術となるであろう。今後、こうした地質図への適用可能性については、理論上の裏

付けも含めて、十分に検討がなされるべきであろう。 
 
○ 高精度合成開口レーダーデータ解析技術：なだらかな地形に比べ、山間部地形にお

いては精度が低い。改善できるのかその可能性を把握しておく必要がある。 
 
○ 従来技術を含む個々の技術を再評価し、本事業に関係した要素技術が、どこまでの

目標に対し、どこまで達成されたのかを年代と共に、客観的に評価することが必要で

ある。 
 
○ 素人に対して，レーダデータの判読やその解析技術の説明は難しいと思われるが，

その有効性を積極的にアピールしていく必要がある。 
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５．成果の実用化可能性、波及効果 

 

 超多バンド光学センサーデータ解析技術の成果の実用化は比較的容易であろう。 

適用段階で、初期探鉱に要するコスト削減等を含め、有効性を充分に確認すること 
により、早期の実用化や関連分野も含めて広く普及するものと考えられる。また、 

波及効果は発展途上国の地質図作成などの国際協力の分野で期待できる。但し、こ 

の航空機搭載システムは我が国にはないので、実用化時には、当面、米国のシステ 

ムを利用せざるを得ない。このため、本技術の成果を蓄積した段階で、国内システ 

ムを保有するか否かをコスト面等から判断することになる。 

高精度合成開口レーダデータ解析技術については、潜在的ポテンシャルは考えら 

れるものの、現段階では実用化可能性や波及効果を指摘することは困難である。分 

野としては、探査だけではなく、環境観測（バイオマス推定、水資源、災害）など 

人類にとって重要な情報をもたらす技術開発への波及が想定される。 

今後は、得られた成果を可能なかぎり公開し、資源のみならず、多方面に応用が 
できるような体制を作るべきである。関連分野への本技術適用の可能性は十分に考 
えられ、さらに地球科学分野への貢献も大きいと期待される。 

  一方、開発技術の適用の一般化が実用化には重要である。特殊な地域における成 

功だけでは一般性を持ち得ない。このことは事業計画及び実施において常に意識し 

ておくべきである。これまでのところでは、この「特殊と一般」の認識が十分では 

ないように感じられた。今後は、このことを意識して、モデルフィールドの選定等 

を行うべきである。また特に合成開口レーダデータ解析技術による鉱物資源探査に 

関しては、植生地域での有用性の実証に期待がかかっている。 

 現状では，ALOS- PALSAR のデータを想定して，SAR データのシミュレーションや 

航空機 SAR のデータの利用によって研究を遂行しているが，本物のデータを利用し 

た検証が必要である。そのために，数年後には PALSAR の実データによる検証が望 

ましく、それによって実用化への見極めが可能となる。 

  

【肯定的意見】 

○ 超多バンド光学事業の成果の実用化は比較的容易であろう。また、波及効果は、発

展途上国の地質図作成などの国際協力（JICAﾍﾞｰｽ等）の分野で期待できるだろう。但

し、この航空機搭載システムは我が国にはないので、実用化時には、当面、米国のシ

ステムを利用せざるを得ないであろう。本技術の成果を蓄積した段階で、国内システ

ムを保有するか否かをコスト面等から判断することになろう。一方、多偏波SAR事業

については、潜在的ポテンシャルは考えられるものの、現段階では実用化可能性や波

及効果を指摘することは困難であると思われる。事業後半の成果を期待したい。 

 
○ 超多バンド光学センサーデータ解析技術：有望地域を従来の面積の1/3に絞ること

が出来るので企業の探査コストの削減に寄与し、企業の探査における力が強化される。 

高精度合成開口レーダーデータ解析技術：当該技術開発計画における今後の成果に

期待が掛かっている。 

 

○ まだ、未確立の部分があるが、他手法に対する優位性のある技術が確立されれば、
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資源探査分野に充分適用出来ると思われる。また、適用段階で、初期探鉱に要するコ

スト削減等を含め、有効性を充分に確認することにより、早期の実用化や関連分野も

含めて広く普及するものと思われる。 

 

○ リモートセンシング技術の金属探鉱への応用の有用性は、これまでの技術開発の中

で十分培われてきている。従い、今後行うべきことは、得られた成果を積極的に公開

し、資源のみならず、多方面に応用ができるような体制を作るべきである。関連分野

への本技術適用の可能性は十分に考えられ、さらに地球科学分野への貢献も大きいと

期待される。 

 

○ SARでは，その特性を生かした手法を確立すべく世界的にも実用化利用の研究段階

である。要素技術として探査だけではなく，さらに環境観測（バイオマス推定，水資

源，災害）など人類にとって重要な情報をもたらす技術開発への波及効果がある。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

○ 開発技術の適用の一般化が実用化には重要である。特殊な地域における成功だけで

は一般性を持ち得ない。このことは事業計画及び実施において常に意識しておくべき

である。これまでのところでは、この「特殊と一般」の認識が十分ではないように感

じられた。これからは、このことを意識して、モデルフィールドの選定等を行って欲

しい。 

 

○ 高精度合成開口レーダーデータ解析技術：鉱物資源探査に関しては植生地域での有

用性の実証に期待が掛かっている。また当該分野以外の分野への応用に関する方法も

ある程度は示す必要があろう。 
 

○ 本事業の波及効果を期待するのであれば、得られた成果の積極的な公開が原則であ

る。国の施策に基づいて得られた成果は、初期の目的を達した成果はある一定期間の

後に、速やかに国民にフィードバックされるべきである。そのための手続きを簡略化

し、積極的な利用に供することが必要である。 
 

○ 現状では，ALOS- PALSARのデータを想定して，SARデータのシミュレーションや航

空機SARのデータの利用によって研究を遂行しているが，本物のデータを利用した検

証が必要である。そのために，数年後にはPALSARの実データによる検証が望ましい。

それによって実用化への見極めが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 



 

６．要素に関する評価 

 

○超多バンド光学センサーデータ解析技術 

 

【成果に対する評価】 

本事業を通じて得られた成果は、従来技術と比較したセンサの高分解能化と精度向

上であり、超多バンド光学センサデータを使用し、１４種類の変質鉱物を同定した。

また、オーストラリアの研究機関と共同研究を実施することで、従来困難であった酸

化鉄鉱物の識別や熱赤外スペクトルを利用した鉱物識別など世界レベルでの鉱物同定

技術を開発しつつある。その意味で、本事業の推進は我が国が抱える資源開発戦略に

おける有効な手段である。 
 
 

【実用化の見通しに関する評価】 

従来型の鉱床から、難地域・潜頭型鉱床が探鉱対象になることは確実であり、世界

的に見て各国が探鉱技術の開発競争を行っている。研究段階から踏み出した実用面で

の整備が急務であり、国や事業者の資源開発調査計画に位置づける他、POSAM技術の

実地での適用等を図ることが望まれ、航空機搭載POSAMの開発を行う等の従来技術の

維持向上を推進することが急務である。 

 

 

 

○高精度合成開口レーダーデータ解析技術 

 

 ～マルチポラリメトリによる岩石・変質帯識別の検討～ 

 

【成果に対する評価】 

 多偏波データを使い，露出している岩相識別に対して，目標値の90％を達成した。

そして，地質図作成に有効であることを示した。多偏波データが十分役立つことを実

証した意義は大きい。 

変質帯については，それをカバーしている土壌や植生の影響が考えられるので，予

め露出しているサイトで実証し，その後に植生のある地域での検証が望まれる。 

 

 

【実用化の見通しに関する評価】 

 テストエリアでは岩石が露出しているが，表面が植生に覆われている他の地域でも

レーダデータが岩相識別や変質帯識別に利用可能かどうか，できる限り様々な地域で

データを示し，立証することが望まれる。 
 

 

 

～JERS-1 SAR データによるインターフェロメトリによる地形情報利用法の検討～ 
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【成果に対する評価】 

時期の異なる２つの合成開口レーダデータを干渉させて数値標高モデルを作成した。

反射散乱特性が一定な場所（平野部など）では良好な結果を得た。その意味では成果

がある。しかし，山間部では誤差が大きく，信頼性に欠ける。 
 

 

【実用化の見通しに関する評価】 

Interferometric SARの基本は位相の干渉であるが，その大前提として散乱体の材

質や形状を均一と簡単化している。植生の多い場所では，散乱中心がランダムに変わ

るため，それを合成した位相にはかなりの誤差が含まれる。したがって，これら植生

地域で高精度に高さ情報を得るための干渉SAR技術は本質的に難しい。これらの地域

では光学センサーの方が適していると思われる。 
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７．その他 

 

  事業報告書は年次毎に発行されている。その他に、委託先の事業報告会でも定期 

的に公表されている。本プロジェクトは資源探査技術というどちらかと言えば特殊 

な事業分野の技術の開発であり、研究成果の公共性という観点からは余り広がりを 

持たないものとも考えられるが、リモートセンシングの利用技術という観点から見 

れば、広く公共の利益に資する技術であると言える。当該技術開発の有効性を専門 
機関のみならず広く知らしめることは今後のわが国の資源獲得戦略上も有用である。 
また、他分野への応用も考慮するならば、官公庁・私企業・研究機関の枠にとらわ 
れない公平な情報公開を行うべきである。更に、今後、民間企業等においてリモー 
トセンシング技術を利用した探鉱を促進させるためには、これらの得られた成果の 
産業界への移転が必要であるが、同時に、優位性がある差別化技術は、ノウハウの 
保全に努める必要がある。 

 また、公的機関における公表は聴衆が限られているため、技術の普及と意見・批 

判の取り込みにはやはり学会における公表が重要である。事業着手から時間経過し 

ていないとの理由もあるが、学会発表が少ないのは好ましいことではない。 

 

【肯定的意見】 

○ 事業報告書は年次毎に発行されている。その他に、委託先の事業報告会でも定期定

期に公表されている。また、本技術はどちらかと言えば資源探査という特殊な業界の

技術の開発であり公共性という観点からは余り広がりを持たないものとも考えられる

が、リモートセンシングという観点から見れば、もう少し広い公共性を持つとも考え

られる。このような波及効果を過小評価しないで欲しい。 

 

○ 当該技術開発の有用性を専門機関のみならず広く知らしめることは今後のわが国の

資源獲得戦略上有用と考えられる。 
 

○ 各年度の研究成果は報告書にその詳細がまとめられ、関係者に配布されている。 

 

○ リモートセンシング技術の公共性は、現時点においては幅広く認められてきている。

従い、同一分野だけでなく、他分野への応用を考慮するならば、公開の原則に則し、

官公庁・私企業・研究機関の枠にとらわれない情報公開を行うべきである。但し、国

外に対してはその目的に鑑み、慎重な対応が必要であると思われるが、技術開発の基

礎を海外組織の技術を導入した経緯もあることから、十分な議論が必要である。 
 

 

【問題点・改善すべき点】 

○ 上記のような公的機関に於ける公表は聴衆が限られている。技術の普及と意見・批

判の取り込み（これは非常に重要）にはやはり学会における公表が重要である。事業

着手から限られた時間の所為もあろうが、学会における公表が少ないのは好ましいこ

とではない。もっと積極的に事業の成果を世に問うて欲しい。 
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○ 国際的な場でも積極的に公表し、資源獲得の国際的協力を得る際にも有用とすべき

である。 
 

○ 関係者以外への成果普及については、事業団およびＥＲＳＤＡＣの成果報告会や関

連学会での発表が主体であり、一般への広報活動が十分とはいえない。 
優位性ある差別化技術は、迅速且つ適切に特許取得を行うこと。 
 

○ これまでに得られた成果について、報告書・事業報告会・研究成果発表等の形で公

開されてきている。しかし、成果報告書の開示については、必ずしも広く公開されて

いる訳ではない。今後、民間企業等において探鉱を促進させるためには、これらの得

られた成果の垣根を取り払い、公表することが必要であると思う。国が税金を投下し

て実施した成果（情報）については、一様に情報は誰でも共有でき、機会均等の競争

原理を働かせることが、本来の目的に合致するのではないか。 
 

○ 得られた成果を対応する学会でも発表し，広く公開することが望まれる。 
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８．総合評価 

 

  鉱物資源の低廉かつ安定的な供給確保の重要性、海外のメジャー企業と比較した 

 場合の我が国鉱物資源探査・開発企業の人材・技術力の脆弱性を勘案すると、本事 

業のような先端的な技術開発は、民間の事業としてはリスクが大きく、産、学、官 

の強い連携により、国の事業として実施するのは妥当である。 

 研究開発目標、目標水準の設定は概ね妥当に設定されており、また、我が国の本 

技術分野の最前線の技術者・研究者を集めて事業が実施され、手段、スケジュール 

、選別過程、資金、実施者、事業体制、運営、いずれも適切であったと思われる。 

 研究開発成果は、超多バンド光学センサーデータ解析技術ではこれまでにない多 

数の変質鉱物の識別に成功し、米国に並ぶ段階に達したのは評価できる。高精度合 

成開口レーダーデータ解析技術は未だ技術開発の途中でもあり、成果は十分とはい 

えないが、計画している技術が確立されれば、広大な調査地域から有望地域を抽出 

するための効果的な手段となりうる。 

 また、超多バンド光学センサーデータ解析技術の成果の実用化は比較的容易であ 

ると思われる。適用段階で初期探鉱に要するコスト削減等を含め、有効性を充分に 

確認することにより早期の実用化や関連分野の波及効果もあるものと考えられる。 

高精度合成開口レーダーデータ解析技術は、潜在的ポテンシャルは考えられるもの 

の、中間段階である現時点では実用化可能性や波及効果を指摘することは困難であ 

る。今後、打ち上げ予定の PALSAR の実データによる検証を行うことによって実用 

化への見極めが可能となる。 

  当該技術は、リモートセンシングの利用技術という観点から見れば、広く公共の 

 利益に資する技術であると言える。当該技術開発の有用性を専門機関のみならず広 

く知らしめることは今後の我が国の資源獲得戦略上も有用と考えられる。今後、民 

間企業等においてリモートセンシング技術を利用した探鉱を促進させるためには、 

得られた成果の産業界への移転が必要であるが、同時に優位性がある差別化技術は、 

特許取得等によるノウハウの保全に努める必要がある。 
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９．今後の研究開発の方向等に関する提言 

 

○ 地質という多様な世界を対象とする以上、「特殊」は避けられないが、それ故に、

前述のように、技術開発には非常に重要な「一般と特殊」という観点の認識を事業の

基盤としては常に持ち続けて欲しい。とりわけ、今後のモデルフィールドの選定には

このことを良く考えて欲しい。成果の出しやすい地域だけを対象として成果を出して

も必ずしも技術開発の実用化にはならないものである。 

  その他技術的な諸点 

１）DEM については研究計画を再考してほしい。 

２）ラインプロファイラー（ARGUS）における磁気・放射能・熱赤外とスペクトル

データの同時取得のもたらす岩相・変質帯識別上の利点を、例えば磁気センサー

による変質帯の同定技術等、今後明確に示してほしい。 

 ３）衛星センサーの場合、変質鉱物同定の処理アルゴリズム（例えば POSAM 及び

SFF）には大気補正等の補正過程で生じるノイズの評価が重要である。それ故、

航空機の場合とは同列には評価できない。このことを考えた上で、POSAM 及び

SFF のそれぞれの長所と短所を勘案した衛星用の新たな処理アルゴリズムの開発

を進めては如何か。 

 

○ センサー衛星打ち上げのように当該技術の先行的計画が実施される場合、その失

敗・延期等によって当然計画が大きく影響される。予めそのような事態を織り込んだ

計画を立て、その延期の期間レベルによっては延期の実施、あるいは当該技術開発と

は切り離し、別途再計画するかなどを明確にすることも検討されたい。 
当該技術開発において、可能性と限界とを明確にし、限界ある場合は、その改善が

どの程度まで出来るのか、出来ないのか示した方が好ましいと考えられる。 

 

○ 解析技術開発等ソフト開発が主たる開発目標であるが、技術の差別化を図るための

課題を常にチェックしておくこと。例えば、センサー、レーダー等のハード面につい

ても解析側から見た諸課題を抽出し、ハード開発部門にフィードバックするなどして、

ソフト･ハード両面で、差別化技術を明確にし、技術開発していくことが重要と考え

る。 
 

○ 資源戦略において、１）どの地域を２）どのセンサで観測し、３）どのような処理

を行えば、４）何がが分かるのかという一連のフローが見えない。個々の技術で出来

ることを重ねるという方法もあるが、世界レベルでの競争に勝つためには技術を集中

させ、継続的な観測・処理を戦略的に行うことが重要である。この点を至急確定する

必要があるのではないか。 
 
○ 使用予定の衛星データは，打ち上げ延期などにより，他の要因で時間的なズレが生

ずることもある。また，データ取得時期も変更になる可能性もある。研究開発は，こ

れらのことも考慮しつつ，柔軟に進めるべきである。そのため年度ごとに目標を見直

すことは重要で，再設定していることは良いと判断される。 

  目標を達成するためのデータに関して，対応する機関へのPALSAR偏波データ取得要

求の努力が必要である。他の機関とも調整を取りながら，衛星打ち上げ後のできるだ

け早期にデータ取得を行い，それを基に得られた研究成果を実証することが望まれる。 
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第４章 評点法による評点結果 
  

 

 「鉱物資源探査技術開発等調査」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、下記のもと

づき、本評価委員会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点

結果」のとおりである。 

 

記 

 

１．趣  旨 

 

  評点法による評価については、産業技術審議会評価部会（現：産業構造審議会産業技術
分科会評価小委員会）の下で平成11年度に評価を行った研究開発事業（39プロジェクト）

について「試行」を行い、本格的導入の是非について評価部会において検討を行ってきた

ところである。その結果、第9回評価部会（平成12年5月12日開催）において、評価手法と

しての評点法について、 

  (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

  (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を行

っていくことが確認されている。 

 また、平成12年5月11日に改訂された「通商産業省技術評価指針」においても、課題（事

業）評価の実施にあたって外部評価者を活用した評点法による相対的評価を適宜行うこと

が規定されている。 

  上記を受け、課題（事業）の中間・事後プロジェクト評価においては、 
  (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

  (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価報
告書をとりまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足する資

料とする。また、評点結果は分野別評価、制度評価にも活用する。 

 

 

２．評価方法 

 

・「評点法による評価シート」により、各評価項目について５段階（１～５）で評価する。 

・評価シートの記入にあたっては、評価ｼｰﾄの《判定基準》に示された５、３、１の基準

を参照し、妥当と思われる点数に○をつける。 

 ５よりは低いが ３よりも高いと考えられる場合は ４に○をつける。 

 ３よりは低いが １よりも高いと考えられる場合は ２に○をつける。 

・総合点の算出にあたっては、評価項目の各点数に、別紙に記載された重み付けの数値   

(注1)を掛けあわせた後、合算することとする。   
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３．評点結果 

 評点法による評点結果  

 鉱物資源探査技術開発等調査  

 （各項目：５点満点）  

 評  価  項  目 平 均 点 標準偏差  

 Ｏ.事業の目的・政策的位置付け 4.70 0.45  

 Ａ.研究開発目標、計画の妥当性 4.33 0.67  

 Ｂ.研究開発実施者の事業体制・運営の妥当性 4.30 0.27  

 Ｃ.計画と比較した達成度、成果の意義  3.50 0.41  

 Ｄ.成果の実用化可能性、波及効果 3.67 0.41  
 

総    合    評    価 4.00 0.33  

 
 
 

 

（各項目：５点満点）

3.00

4.00

5.00

Ｏ.事業の目的・政策的位置付け

Ａ.研究開発目標、計画の妥当性

Ｂ.研究開発実施者の事業体制・運営の妥当性

Ｃ.計画と比較した達成度、成果の意義

Ｄ.成果の実用化可能性、波及効果

総    合    評    価

0.00

0.30

0.60

0.90

平 均 点

標準偏差
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 経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

 経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が自ら行う又は支援す

る研究開発、経済産業省における技術に関する施策・事業等の評価を行うに当たって配慮しなけ

ればならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

 本指針は、「産業技術力強化法（平成１２年法律第４４号）」第１０条の規定、「科学技術基

本計画（平成１３年３月閣議決定）」、「経済構造の変革と創造のための行動計画（第３回フォ

ローアップ）（平成１２年１２月閣議決定）」及び「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平

成１３年１１月内閣総理大臣決定）」に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

 同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年６月法律第８６号。以下「政

策評価法」という。）」に基づく「経済産業省政策評価基本計画（平成１４年経済産業省告示第

１５３号）」に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発部分の実施要領としての性格を持つ。 

すなわち、研究開発案件に関する事後評価の実施については政策評価法上定められており、政策

評価法上義務となる事後評価については、経済産業省政策評価基本計画に基づき、本指針に沿っ

て、原則、「同一・類似の目的を有する事業をまとめた施策（以下「施策」という。）」単位で

行うこととする。 

 なお、政策評価法第９条に基づく政令（平成１４年政令第４９号）における事前評価の実施に

ついても、本指針に沿って、原則、個々の事業を目的別に施策にまとめて評価を行うこととする。 

 技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有するこ

とから、本指針は、研究開発等技術関連施策・事業等の成果や実績等を厳正に評価し、それを後

の施策・事業等の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定

めるものである。 

 ただし、研究開発等技術関連施策・事業等に係る評価は、競争的資金による研究課題、プロジ

ェクト、プログラムといった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠る

べきであるとともに、評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に

応じた臨機応変な評価手順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よ

りよい評価手法が提案されることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及

び配慮事項を取り上げることとし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等によ

り記述することで、機動的な実施を図ることとする。 
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 ◎なお、本指針においては、以下のような用語の使い分けをする。 

 

 

・エフォート：一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資金による研究活動に当てる時間の

割合。 

・競争的資金：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそれ

らの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を

対象に、特定の研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究開

発課題を募り、研究者、企業等から提案された研究開発課題の中から、当該課題

が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事した経験を有する者をい

う。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先導性、

研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づ

き、実施する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者

等が属する組織若しくは企業等にそのための資金を配分する制度。 

・研究開発運営管理機関：国からの出資や補助等を受けて研究開発の運営管理を行う機関（ＮＥ

ＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）等）。 

・研究開発実施機関：国や研究開発運営管理機関からの出資や補助等を受けて研究開発を実施す

る機関（技術研究組合等）。 

・機関：「研究開発運営管理機関」及び「研究開発実施機関」をいう。 

・施策・事業：ある行政課題に対応するための基本方針たる「政策」を実現するための具体的な

方法ないしツール。本指針においては、施策とは同一・類似の目的を有する事業

のまとまりをいい、事業とは個別委託事業や個別補助事業の他、研究開発制度等

をいう。なお、本文中「施策・事業等」と記述のある場合には、施策・事業及び

機関を指す。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえ

た評価書を指す。 

・プログラム：政策目標の達成のため、統一的な体系の下、関連諸政策との連携を保ちながら一

貫性を持って複数の技術開発プロジェクト等の研究開発事業を実施するもの。 

・プロジェクト：研究開発課題を達成するために行われる個別委託事業や個別補助事業等を指す。

競争的資金をはじめ研究開発制度は当指針上プロジェクトには該当しない。 

・政策サイクル：政策の計画・実行・評価（plan-do-see）の循環過程 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素

を包含した評価制度、体制の全体 

・評価方法：研究開発施策・事業、試験研究機関等を評価するための具体的な方法（評価項目、

評価基準、評価手続、評価手法） 

・専門家：評価対象の研究開発に関する知見を有する者 

・実施者：研究開発等技術関連事業を受託又は補助金交付等を受けて行う個人、機関等 

・推進課：研究開発等技術関連事業を推進する省内の部署（研究開発担当課室、研究開発運営管

理機関所管課、研究開発実施機関所管課等）。推進課は、評価結果を反映させる
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よう努力する義務がある。 

・主管課：研究開発関連施策の企画・立案を主管する課及び予算等の要求事項を主管する課をい

う。なお、本文中「主管課等」と記述のある場合には、主管の課、室及びチーム

を指す。 

・査定課：予算等の査定を行う省内の部署（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等） 

・外部評価：外部有識者・専門家を評価者とし、評価事務局が評価結果を取りまとめる評価。 

・外部評価者：経済産業省における評価にあっては経済産業省に属さない外部の有識者・専門家

であって、制度や施策の推進に携わっていない者（評価のために任命された経済

産業省の審議会等に属する者を含む。）、研究開発運営管理機関における評価に

あっては当該機関に属さない外部の有識者・専門家であって、制度や施策の推進

に携わっていない者（評価のために任命された、当該機関の委員会等に属する者

を含む。） 

       なお、外部の有識者とは、研究開発成果の経済的・社会的意義につき指摘できる

人材（投資家、人文・社会科学者、マスコミ、ユーザ等）を含む。 

・評価事務局：研究開発施策・事業等の評価の事務局となる部署であり、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいう。なお、評価の中立性・透明性を確保するために、外部の専門

家及び有識者による評価を行う場合には、外部の専門家及び有識者が評価の責任

主体となる（外部評価者からなる委員会を設置する場合（パネルレビューの場合）

には同委員会が責任主体となる）。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停

止や変更、施策・事業等の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である施

策・事業等の推進課、主管課等又は研究開発運営機関である。 

・被評価者：被評価者は施策・事業等の推進課、主管課等、研究開発運営管理機関及び事業の実

施者等であり、評価の類型により異なる。 

・パネルレビュー：外部評価者からなる委員会を設置し、必要に応じて被評価者を参加させて行

う評価形態。（インターネット等を利用した電子会議を含む） 

・メールレビュー：外部評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用して情報を提

供し評価結果を受けとる評価形態。 
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Ⅰ．評価の基本的考え方 

 

１．評価目的 

 (1) 研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映 

 研究開発の経済社会的な目標や経済産業政策上の位置付けを明確にすること等により、研

究開発に対して確実に経済的・社会的ニーズを反映させること。 

 (2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

 評価をする者（評価者）と評価を受ける者（被評価者）が意見交換を通じ研究開発の意義、

内容、達成状況、今後の方向性等について検討し、競争的な研究開発環境を実現し、より効

率的・効果的な研究開発を実施していくこと。 

 (3) 国民への施策・事業等の開示 

 高度かつ専門的な内容を含む研究開発等技術関連施策・事業等の意義や内容について、一

般国民にわかりやすく開示していくこと。 

 (4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

 評価の結果を施策・事業等の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させることに

より資源の重点化及び効率化を促進していくこと。 

 (5) 研究開発運営管理機関、研究開発実施機関の自己改革の促進 

 研究開発運営管理機関、研究開発実施機関が実施する評価において、評価の実施が自己改

革の契機となるような自律的なシステムの構築に努めること。 

 

２．評価の基本理念 

  評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

 (1) 透明性の確保 

 推進課、主管課等、研究開発運営管理機関及び実施者においては、積極的に成果を公開し、

その内容について広く学識者、成果の応用分野の有識者等の意見を聴くこと。評価事務局に

おいては、透明で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価手続、評価項目・評価

基準を含めた評価システム全般について予め明確に定め、これを公開することにより、評価

システム自体を誰にも分かるものとするとともに、評価結果のみならず評価の過程について

可能な限り公開すること。 

 (2) 中立性の確保 

 評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等

により、中立性の確保に努めること。 

 (3) 継続性の確保 

 研究開発等技術関連施策・事業等においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけでは

なく、評価とそれを反映した施策・事業等の推進というプロセスを繰り返していく時系列の

つながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課等にとって評価結果を後の施策・

事業等の企画立案等に反映させ易い、継続性のある評価方法で評価を行うこと。 

 (4) 実効性の確保 

 政策目的に照らし、効果的な施策・事業等が行われているか判断するための効率的評価が
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行われるよう、明快で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、施策・事業等

の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけることのない費用対

効果の高い評価を行うこと。 

 

３．本指針の適用範囲 

 本指針においては、多面的・階層的な評価を実施するため、経済産業省における研究開発関

連施策（研究開発関連事業が施策の主たる事業であるもの及びプログラムのように複数の研究

開発関連事業にて施策が構成されるもの）、予算措置、政策金融、税制措置、法律に基づく研

究開発等の技術関連制度、個別課題（研究開発要素のない調査研究は含まない。）、研究開発

運営管理機関及び実施者を対象とする。 

 なお、評価の種類としてはこの他に研究者評価が存在するが、これは研究機関の長が評価の

ためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針では取り上げ

ない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

 (1) 実施時期による類型 

 評価はその実施時期により、事前評価及び中間・事後評価に類型化される。課題評価は事

前評価、中間・事後評価及び追跡評価に類型化される。 

 (2) 評価の階層構造 

 経済産業省における技術評価では、研究開発関連施策及び個別課題での評価を基本的な評

価単位とするが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連す

る複数の施策・事業等が有機的に連携をとって体系的に政策効果をあげているかを評価する

こととする（これは経済産業省政策評価実施要領における「政策体系評価」に対応するもの

と位置づける）。 

 (3) 各評価類型間のリンケージ 

 中間・事後評価は当該施策・事業等の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、計画の見

直しや後継事業等への展開の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が実際に

どのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前評価

の方法を検証し得るものである。 

したがって、中間・事後評価等の結果を産業技術政策・戦略の立案や、より効果的な事前評

価の評価手法の確立に反映させるよう努めるものとする。 

なお、中間・事後評価も同様に追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

 厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に一貫性を持たせることが必要であるこ

とから、本指針の策定をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

 技術評価調査課は本指針を踏まえ、指針細則を策定するとともに、省内における円滑な評価

の実施のための指導及び評価システムの維持管理を行う。 

 (1) 施策・事業原簿 
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 事業の基本実施計画書等と政策評価書（施策単位の事前評価書等）の双方をもって施策・

事業原簿とする。施策・事業原簿を作成・改訂した場合は、速やかに写しを技術評価調査課

へ、作成・改定主体が研究開発管理運営機関である場合は、技術評価調査課及び主管課等又

は推進課へ提出する。 

 (2) 評価項目・評価基準  

 評価の類型及び施策・事業等の態様等に応じて標準的な評価項目、評価基準を技術評価調

査課が別途定めることとする。 

 (3) 評価手続・評価手法 

 評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評

価を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態

様に応じ適宜活用することが望ましい。 

 (4) 評価の簡略化 

 評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対

象となる案件が比較的少額である場合には、メールレビューを実施したり、評価項目を限定

する等の簡略化を行うことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技

術評価調査課が別途定める。 

 

６．評価結果等の取扱い及び公開の在り方 

 (1) 評価結果等の取扱いについて 

 評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価調査課に提出する。技術評価

調査課は全ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の

実施状況等を踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告すること

ができる。 

 (2) 予算査定との関係 

 査定課は、技術評価調査課から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技

術評価調査課の意見を踏まえつつ施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された施策・事業の内容をもって、推進課又は主管課等と査

定課との間の合意事項と見なし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価に関し

ては査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。ただし、研究開発運営管理機関にお

いて行われる、事業に関する評価についてはこの限りでない。 

 (3) 評価結果等の公開の在り方 

 評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合

を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開するこ

ととする。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局

は経済産業省の案として確定した後及び国会の審議を経て確定した後に、それぞれ公開する

ものとする。委員会を組織して評価を行う場合、議事録の公開、委員会の公開等については、

「審議会等の透明化、見直し等について」（平成７年９月 閣議決定）に準じて行うものと

する。 
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７．評価システムの不断の見直し 

 いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作

業が終了する度ごとにその評価方法を点検、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度、見直しの要否を

検討する。 

 

８．評価体制の充実 

 評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材

を育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確

保する。 

 

９．評価データベース等の整備 

 技術評価調査課は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価に

おいて普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の研究開発等技術関連事業についての

研究者、資金、成果、評価者、評価結果をまとめたデータベースを整備する。 

 また、競争的資金による研究課題に対する評価など、審査業務等を高度化・効率化するため

に必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項  

 (1) 評価者と被評価者の対等性 

  ①評価者と被評価者の関係 

 評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と

情報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で相

互に相手を評価するという緊張関係を構築し、この中で、討論を行い、評価を確定していく

必要がある。 

 この際、評価者は、不利な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。こうした討論の過程で被評価者が評価対象施策・事業等につい

て全体の中での位置付けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、評価結果を

確実にその後の施策・事業等の創設、運営等に反映させていくものとする。 

  ②評価者に係る留意事項 

 研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして

捉えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要で

ある。 

  ③被評価者に係る留意事項 

 被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者、被評

価者両者の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 
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 (2) 評価の不確実性 

 評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評

価作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者はその精度の向上には、必然

的に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努め

ることが必要である。係る観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度

に減点法で評価することとなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある

点にも留意する必要がある。 

また、研究開発にはしばしば当初目的としていなかった成果が生じることがあるが、こうし

た成果も積極的に評価することが必要である。ただし、これはあくまでも副次的効果であり、

本来目指していた成果が十分得られなかったことを補償するものとして位置付けるべきでは

ない。 

 (3) その他の留意事項 

  ①外国人、外国機関の活用 

 評価者として、外国人、外国シンクタンクを活用することは、被評価施策・事業等又は被

評価機関と利害関係のない高い中立性を有した人材を求める上で有効であり、また、研究風

土、経済社会環境の異なる立場からの意見を求め得る点でも有益と考えられる。ただし、一

方で、これらに当該施策・事業等又は機関の政策的意義等を含めた評価に必要な情報を十分

に移転、説明することには時間的、資金的な制約が伴う点にも十分留意する必要がある。 

  ②所期の成果を上げられなかった研究開発 

 研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもあ

る。したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生か

すことが重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、

機関を否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因

とならないよう留意しなければならない。 

  ③数値的指標の活用 

 論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

研究開発施策・事業等においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを

参考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

  ④基準認証政策及び政府開発援助（ＯＤＡ）に関する評価 

 基準認証政策及びＯＤＡに係る施策の評価については、別途その評価手法を政策評価実施

要領にて定める。 
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Ⅱ．評価の類型と実施方法 

 

Ⅱ．１ 施策評価（プログラムの評価を含む） 

 当省における施策は、政策－施策－事業の政策体系の一部をなすものであり、政策評価法上

必要な評価単位として経済産業省政策評価基本計画にて定められるものである。 

 施策評価の対象は、経済産業省における施策のうち研究開発を主たる事業とする施策につい

て行う。なお、対象となる施策については別途その対象リストを定める。 

 

１．事前評価 

 新規施策の創設に当たって行う評価。個々の事業を目的別に施策にまとめて評価を行う政策

評価書（事前評価書）の作成を基本とする。 

 (1) 評価者 

 主管課等（なお、評価の責任者は企画・立案しようとする施策の主管課等及び当該施策に

含まれる予算等の要求事項の主管課等の長）。 

 (2) 被評価者 

   推進課及び主管課等 

 (3) 評価事務局 

   主管課等 

 (4) 評価手続・評価手法 

 可能な限り外部の専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘できる有識者等の知見を

活用しつつ評価を行う。 

 (5) 評価項目 

 評価事務局は、政策評価書に記述される評価項目・評価基準に従い評価する。 

 

２．中間・事後評価 

 (1) 評価者 

 主管課等（なお、評価の責任者は事前評価を実施した主管課等が所属するユニットの長又

は相当する職にある者）、さらに必要に応じ外部評価者。 

 (2) 被評価者 

   推進課及び主管課等。 

 (3) 評価事務局 

   主管課等。ただし、必要に応じて技術評価調査課が行うこともできる。 

 (4) 評価手続・評価手法 

 主管課等や技術評価調査課が評価者となる場合には、可能な限り外部の専門家や、経済的

・社会的ニーズについて指摘できる有識者等の知見を活用しつつ評価を行う。 

推進課及び主管課等は事前評価段階であらかじめ決定していた方法により、指標を計測する。

なお、政策着手後においても、必要があれば指標を追加する。 

 (5) 評価項目・評価基準 

 特段の情勢変化がない限り、事前評価の結果を反映した評価項目・評価基準とする。情勢
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変化に応じて評価者又は技術評価調査課が追加・修正するものとする。 

 (6) 実施時期 

  ①中間評価については、実施が４年以上にわたる施策について、事前評価の際に定めた中間

段階で行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととす

る。 

  ②事後評価については、事前評価で明らかにした「達成時期」又は「施策の終了時期」経過

後に速やかに行う。事前評価時に施策全体について、それらの時期を定めていない場合には、

施策に含まれる主たる事業についての「達成時期」又は「終了時期」の経過後に速やかに行

う。この場合には、施策に含まれる、主たる事業以外の事業についてはその時点で施策評価

のために必要なモニタリング又は中間評価を行い、その結果と主たる事業についての事後評

価結果を併せ検討することによって、施策の事後評価とする。 

   なお、プログラムに係る諸事業のうち研究開発以外のものについては、研究開発終了後一

定期間経た時点で、事後評価を実施する。 

 

 

Ⅱ．２ 研究開発制度評価 

 

 研究開発制度評価は、研究開発を始めとする技術に関する制度そのものについての評価であ

り、個々にその目的・意義、設計、成果、効率性等について評価する。個別制度の事前評価及

び中間・事後評価並びに複数の制度の制度構造評価を行う。 

 

１．事前評価 

  新規制度の創設に当たって行う評価 

 (1) 評価者 

   推進課 

 (2) 被評価者 

   推進課 

 (3) 評価事務局 

   推進課 

 (4) 評価手続・評価手法 

 可能な限り外部の専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘できる有識者等の知見を

活用しつつ評価を行う。 

 (5) 評価項目 

 評価事務局は、別途定める標準的な評価項目・評価基準及びこれまでの関連する評価結果

等を踏まえ評価項目・評価基準を策定する。 

全ての制度について制度実施予定期間の妥当性に関して評価する。 

 

２．中間・事後評価 

 制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、個別制度ごとに中間・事後評価
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を実施する。大幅な制度改正を行う場合には、新たな制度の事前評価として実施する。 

 (1) 評価者 

 制度の目的や態様に則した専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘できる有識者等

の外部評価者。 

 (2) 被評価者 

   推進課 

 (3) 評価事務局 

   推進課。ただし、必要に応じて技術評価調査課が行うこともできる。 

 (4) 評価手続・評価手法 

 外部評価者が施策・事業原簿、制度から得られた成果、制度の運営状況等を基に、パネル

レビューにより評価を実施する。 

 (5) 評価項目・評価基準 

 特段の情勢変化がない限り、事前評価の結果を反映した制度原簿策定時の評価項目・評価

基準とする。情勢変化に応じて評価者が追加・修正するものとする。 

 (6) 実施時期 

 事前評価段階であらかじめ決定された時点及び社会情勢の変化を踏まえ、緊急に評価する

必要が生じた時点に実施。 

 

 

Ⅱ．３ プロジェクトに関する評価 

 

１．事前評価 

 新規事業の創設に当たり、当該事業の予算要求前に行う評価 

プログラムに係るプロジェクトの事前評価は、プログラムにおける施策評価（事前評価）の中

で行うことを基本とする。なお、必要に応じて研究開発運営管理機関において事業開始前に追

加的な事前評価を行うことができる。 

 (1) 評価者 

 推進課。必要に応じ、プログラムを構成するプロジェクトについては研究開発運営管理機

関。 

 (2) 被評価者 

 推進課。必要に応じ、プログラムを構成するプロジェクトについては研究開発運営管理機

関。 

 (3) 評価事務局 

 推進課。必要に応じ、プログラムを構成するプロジェクトについては研究開発運営管理機

関。 

 (4) 評価手続・評価手法 

 可能な限り外部専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘できる有識者等の知見を活

用しつつ評価を行う。 

 (5) 評価項目・評価基準 
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 評価事務局は、別途定める標準的な評価項目・評価基準及びこれまでの関連事業等の中間

・事後評価結果等を基に評価項目・評価基準を策定する。 

 全ての事業について実施予定期間及び中間・事後評価の時期及び評価項目の妥当性に関し

て評価する。 

 

２．中間・事後評価 

 事業の目標達成度の把握や社会経済情勢等の変化を踏まえた改善・見直しのための評価。 

 (1) 評価者 

 事業の目的や態様に則した専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘できる有識者等

の外部評価者。 

 (2) 被評価者 

   実施者及び研究開発運営管理機関 

 (3) 評価事務局 

 研究開発運営管理機関内の評価担当部署。ただし、研究開発運営管理機関を介さないプロ

ジェクトや、より客観的かつ厳格な評価が必要と認められる場合には、推進課又は当該プロ

ジェクトが属する施策の主管課等。なお、必要に応じて技術評価調査課が行うこともできる。 

 (4) 評価手続・評価手法 

 事業原簿、成果報告及び運営状況報告等を基に、外部評価者からなるパネルレビュー等に

より評価を行う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

 (5) 評価項目・評価基準 

 事業原簿に記された評価項目・評価基準とする。情勢変化に応じて評価者が追加・修正す

るものとする。    

 (6) 実施時期 

 全事業について、原則、事業終了直後に事後評価を実施する。事業期間が５年以上の場合

及び後継事業の提案を予定する場合には、事業期間中に中間評価を実施する。後継事業が実

施されることとなった事業については、事後評価を省略し、後継事業終了時にあわせて評価

を実施することができることとする。 

 

 

Ⅱ．４ 研究開発以外の技術に関する事業 

 

 経済産業省における研究開発以外の技術に関する事業（人材育成及び普及促進のための税制

等）についての評価を行う。 

 

１．事前評価 

  新規事業の創設に当たり、当該事業の予算要求前に行う評価。 

 (1) 評価者 

   推進課 

 (2) 被評価者 
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   推進課 

 (3) 評価事務局 

   推進課 

 (4) 評価手続・評価手法 

   可能な限り外部専門家、有識者等の知見を活用しつつ評価を行う。 

 (5) 評価項目・評価基準 

   評価項目・評価基準は別途定める。 

   全ての事業について事業実施予定期間の妥当性に関して評価する。 

 

２．中間・事後評価 

 事業の目標達成度の把握や社会経済情勢の変化を踏まえた改善・見直しのための評価。事業

期間中、中間評価を実施するとともに事業終了直後に事後評価を実施する。 

 (1) 評価者 

   推進課、技術評価調査課又は外部評価者。 

 (2) 被評価者 

   推進課又は当該事業の運営機関。 

 (3) 評価事務局 

   推進課。ただし必要に応じて技術評価調査課が行うこともできる 

 (4) 評価手続・評価手法 

 推進課や技術評価調査課が評価者となる場合には、外部専門家、有識者等の知見を活用し

つつ評価を行う。 

 (5) 評価項目・評価基準 

 事業原簿に記された評価項目・評価基準とする。情勢変化に応じて評価者が追加・修正す

るものとする。    

 (6) 実施時期 

   全事業について、原則、事業終了直後に事後評価を実施する。 

   事業期間が長期にわたる場合には、事業期間中に中間評価を実施する。 

 

 

Ⅱ．５ 競争的資金による研究課題に関する評価 

 

１．事前評価 

  新規事業の選定時に行う評価。 

 (1) 評価者 

 事業の目的や様態に則した専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘できる有識者。

その際、被評価者と同じ機関に所属する等の専門家は排除する必要があるため、例えば評価

事務局は予め全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時に利害関係者の存在を併せて書

面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価者には秘密保持を義務づける。 

 (2) 被評価者 
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   事業の提案者 

 (3) 評価事務局 

   推進課又は研究開発運営管理機関 

 (4) 評価手続・評価手法 

 評価に当たっては、研究目標、エフォート(企業等法人を対象にする場合を除く)の明記を

原則求める。被評価者と利害関係のない事業の専門家によるメールレビュー又はパネルレ

ビューによる評価を行う。採択に当たっては、他の競争的資金による研究課題等との重複が

生じないようにする。評価事務局は事業の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則

として評価項目別に詳細な評価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い

合わせに応じるための環境を整備する。 

 (5) 評価項目・評価基準 

 評価事務局は、別途定める標準的な評価項目・評価基準を基に評価項目・評価基準を策定

する。その際、原則として、国際的な視点で見た新規性、革新性を最重要の評価基準の一つ

とするとともに、質を重視した評価を行う。全ての事業について実施予定期間の妥当性に関

して評価する。 

 

２．中間・事後評価 

 事業の目標達成度の把握とともに事業の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判断を行う

ための評価。 

 (1) 評価者 

 事業の目的や態様に則した専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘できる有識者。 

 (2) 被評価者 

   事業の実施者 

 (3) 評価事務局 

 推進課又は研究開発運営管理機関。ただし、必要に応じて技術評価調査課が行うこともで

きる。 

 (4) 評価手続・評価手法 

 競争的資金による継続的な研究の必要性や、また、主として技術シーズの創造を目的とす

る研究の場合には、プロジェクト及びプログラムへの発展の可能性の有無が判断できる手法

により評価を行う。 

 (5) 評価項目・評価基準 

   事業原簿に記された評価項目・評価基準とする。 

 (6) 実施時期 

 全事業について、原則事業期間中及び事業終了直後に実施する。事業期間が３年を超える

場合には、事業期間中に中間評価を実施する。 

 

 

Ⅱ．６ 分野別評価 

 



 ５２

 対象となる複数の事業を分野ごとにまとめて俯瞰的視点から事業分布の妥当性を評価すると

ともに、中間・事後評価結果等を踏まえ、これら事業の相対的位置付けや分野全体の今後の方

向性等に関する評価を行う。 

 (1) 評価者 

   技術評価調査課と各分野の関係課との合同又は外部評価者 

 (2) 被評価者  

   評価対象となる事業の推進課 

 (3) 評価事務局 

   技術評価調査課又は技術評価調査課と各分野の関係課との合同事務局 

 (4) 評価手続・評価手法 

 技術評価調査課や各分野の関係課が評価者になる場合には、外部有識者、外部専門家の知

見を活用し、評価を行う。複数の事業をまとめて分野別に俯瞰的観点から整理・分析すると

ともに、評点法を適宜活用しつつ相対的評価を実施し、各事業ごとの今後の方向性や、分野

別の今後の方向性等について提言する。 

 (5) 評価項目・評価基準 

 複数事業の分布バランス、相対的位置付け、各事業の方向性等の他、必要に応じて研究開

発の態様等を踏まえ評価事務局が設定する。 

 

 

Ⅱ．７ 追跡評価 

 

 終了して数年経った事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産業、社会に及ぼし

た効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行う。 

 (1) 評価者 

 分野の専門性をバックグラウンドに持つ専門家、経済社会のニーズ、研究開発の波及等に

ついて指摘できる有識者等の外部評価者 

 (2) 被評価者 

 対象となる事業及び関連する事業等に携わった省内部署、研究開発運営管理機関及び実施

者 

 (3) 評価事務局 

   推進課、研究開発運営管理機関又は技術評価調査課 

 (4) 評価手続・評価手法 

 パネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を原則とする。 

過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基に評価を行う。また、可能な限り定量的な評価に努める。 

 (5) 評価項目・評価基準 

   事業の波及効果等を中心に別途定める。 

 (6) 実施時期  

   事業終了後、成果の産業社会への波及が進展したと考えられる時点 
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Ⅱ．８ 機関評価 

 

 研究開発運営管理機関又は研究開発実施機関として国の資金が投入されているＮＥＤＯ等の

特殊法人、特別認可法人、公益法人、技術研究組合などの機関に対する評価を行う。なお、機

関が独立行政法人の場合には本指針に基づく機関評価を行わず、独立行政法人通則法の規定に

基づく評価体系の下で実施される独立行政法人評価委員会による評価に委ねることとする。 

 なお、国費の支出を受けて研究開発を実施する民間機関については、研究開発プロジェクト

評価の際等に、当該プロジェクトの研究開発体制に関わる運営面に関し、国費の効果的・効率

的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

 

 (1) 評価者 

 機関の目的や様態に則した専門家、有識者等の外部評価者。なお、評価事務局が機関自ら

となる場合には、機関の所管課の助言を得て評価者を選定する。 

 (2) 被評価者 

   研究開発運営管理機関又は研究開発実施機関 

 (3) 評価事務局 

 機関の所管課、研究開発運営管理機関、研究開発実施機関又は機関の所管課及び技術評価

調査課の合同事務局。 

 (4) 評価手順・評価手法 

 各機関は、機関毎の中長期計画の期間にあわせて、例えば５年程度毎に機関の役割、位置

付け等を含めて評価内容全般にわたって総合的に評価する。 

研究開発の実施・運営に関しては、機関によっては多様な範囲にわたる制度・事業が存在す

る。これらを一律に評価することは適切ではないため制度・事業の性格に応じて、例えば、

制度・事業のまとまり毎に、短期的に（例えば毎年）評価を実施することにより機関全体の

評価に資する。なお、研究開発の実施・運営面以外の点に関する評価（例えば、組織運営、

会計等に関する評価）についても短期的に評価を行うことは妨げられない。 

 (5) 評価項目、評価基準 

 評価事務局は、別途定める標準的な評価項目の評価基準を基に評価項目・評価基準を策定

する。 

 (6) 評価結果の活用 

 評価結果は公表するとともに機関自らが自己改革の契機ととらえ、積極的に活用する。 

 また、評価結果への対応状況は次回の機関評価の評価項目とする。 

 さらに、機関評価の結果は、運営責任者たる機関長の評価につなげる。 

 




